
第

千

五

百

五

十

九

号

平

成

十

六

年

七

月

二

日

(

金
曜
日)

目

次

告

示

○
保
安
林
に
指
定
す
る
予
定
で
あ
る
旨
の
通
知

(

森
林
保
全
室)

五
三
九
ペ
ー
ジ

公

示

○
大
規
模
小
売
店
舗
の
変
更
の
届
出
に
関
す
る
件

(

商

工

業

室)

五
四
〇

○
市
営
土
地
改
良
事
業
の
換
地
処
分

(

農
地
計
画
課)

五
四
一

○
土
地
改
良
区
役
員
の
退
任
及
び
就
任

(
岐
阜
地
域
農
山
村
整
備
事
務
所)

五
四
一

○
同

(
中
濃
地
域
農
山
村
整
備
事
務
所)

五
四
二

○
土
地
改
良
区
の
定
款
の
変
更
認
可

(
同

)

五
四
三

告

示

岐
阜
県
告
示
第
五
百
五
十
七
号

森
林
法(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号)

第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
森
林
を
保

安
林
に
指
定
す
る
予
定
で
あ
る
旨
の
通
知
を
受
け
た
の
で
、
同
法
第
三
十
条
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
十
六
年
七
月
二
日

岐
阜
県
知
事

梶

原

拓

一

保
安
林
予
定
森
林
の
所
在
場
所

養
老
郡
上
石
津
町
大
字
谷
畑
字
寄
谷
四
三
一
の
九
、
四
三
一
の
一
〇
、
四
三
一
の
一
六
、
四
三
一

の
一
八
、
揖
斐
郡
池
田
町
宮
地
字
段
原
一
一
一
六
、
一
一
一
七
の
一
、
一
一
二
〇
か
ら
一
一
二
四
ま

で
、
春
日
村
大
字
六
合
字
樫
原
谷
六
〇
五
の
八
、
六
〇
五
の
一
一
、
字
小
坂
尾
一
一
二
八
、
字
村
上

二
一
、
二
六
、
字
村
西
九
四

二

指
定
の
目
的

土
砂
の
流
出
の
防
備

三

指
定
施
業
要
件

一�

立
木
の
伐
採
の
方
法

１

次
の
森
林
に
つ
い
て
は
、
主
伐
は
、
択
伐
に
よ
る
。

字
寄
谷
四
三
一
の
一
六
、
四
三
一
の
一
八
、
字
段
原
一
一
一
六
、
一
一
一
七
の
一
、
一
一
二

〇
か
ら
一
一
二
四
ま
で
、
字
樫
原
谷
六
〇
五
の
八
、
六
〇
五
の
一
一
、
字
小
坂
尾
一
一
二
八
、

字
村
上
二
一
、
二
六
、
字
村
西
九
四

２

そ
の
他
の
森
林
に
つ
い
て
は
、
主
伐
に
係
る
伐
採
種
を
定
め
な
い
。

３

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
が
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る

市
町
村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。
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４

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

二�

立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
・
期
間
及
び
樹
種

次
の
と
お
り
と
す
る
。

(
｢

次
の
と
お
り｣

は
省
略
し
、
そ
の
関
係
書
類
を
岐
阜
県
基
盤
整
備
部
森
林
保
全
室
及
び
関
係
町

村
役
場
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。)

公

示

○
大
規
模
小
売
店
舗
の
変
更
の
届
出
に
関
す
る
件

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法(

平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号)

第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
大
規
模

小
売
店
舗
の
変
更
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
次
の
と
お
り
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
五

条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

な
お
、
そ
の
変
更
届
出
書
等
は
平
成
十
六
年
七
月
二
日
か
ら
四
月
間
岐
阜
県
農
林
商
工
部
商
工
業
室

及
び
西
濃
地
域
農
林
商
工
事
務
所
に
お
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

ま
た
、
当
該
大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
が
そ
の
周
辺
の
地
域
の
生
活
環
境
の
保
持
の
た
め
配

慮
す
べ
き
事
項
に
つ
い
て
意
見
を
有
す
る
者
は
、
こ
の
公
示
の
日
か
ら
四
月
以
内
に
岐
阜
県
に
対
し
意

見
書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

平
成
十
六
年
七
月
二
日

岐
阜
県
知
事

梶

原

拓

一

届
出
年
月
日

平
成
十
六
年
六
月
二
十
三
日

二

届
出
者
の
氏
名
又
は
名
称

三
井
住
友
リ
ー
ス
株
式
会
社

三

建
物
の
名
称
及
び
所
在
地

バ
ロ
ー
大
垣
赤
坂
店

大
垣
市
赤
坂
町
字
河
原
一
七
八
八
番

外

四

変
更
し
た
事
項

小
売
業
者
の
名
称
・
住
所
の
変
更

(

変
更
前)

株
式
会
社
バ
ロ
ー

(

変
更
後)

株
式
会
社
バ
ロ
ー

中
部
薬
品
株
式
会
社

○
大
規
模
小
売
店
舗
の
変
更
の
届
出
に
関
す
る
件

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法(

平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号)

第
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
大
規
模

小
売
店
舗
の
変
更
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
次
の
と
お
り
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
五

条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

な
お
、
そ
の
変
更
届
出
書
等
は
平
成
十
六
年
七
月
二
日
か
ら
四
月
間
岐
阜
県
農
林
商
工
部
商
工
業
室

及
び
岐
阜
地
域
農
林
商
工
事
務
所
に
お
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

ま
た
、
当
該
大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
が
そ
の
周
辺
の
地
域
の
生
活
環
境
の
保
持
の
た
め
配

慮
す
べ
き
事
項
に
つ
い
て
意
見
を
有
す
る
者
は
、
こ
の
公
示
の
日
か
ら
四
月
以
内
に
岐
阜
県
に
対
し
意

見
書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

平
成
十
六
年
七
月
二
日

岐
阜
県
知
事

梶

原

拓

一

届
出
年
月
日

平
成
十
六
年
六
月
二
十
三
日

二

届
出
者
の
氏
名
又
は
名
称

三
井
住
友
リ
ー
ス
株
式
会
社

三

建
物
の
名
称
及
び
所
在
地

バ
ロ
ー
大
垣
赤
坂
店

大
垣
市
赤
坂
町
字
河
原
一
七
八
八
番

外

四

変
更
し
よ
う
と
す
る
事
項

小
売
業
を
行
う
者
の
開
店
時
刻
及
び
閉
店
時
刻

(

変
更
前)

午
前
九
時
か
ら
午
後
九
時
ま
で

(

変
更
後)
午
前
九
時
か
ら
午
後
十
時
三
十
分
ま
で

来
客
が
駐
車
場
を
利
用
で
き
る
時
間
帯

(

変
更
前)

午
前
八
時
三
十
分
か
ら
午
後
十
時
ま
で
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(

変
更
後)

午
前
八
時
三
十
分
か
ら
午
後
十
一
時
ま
で

○
市
営
土
地
改
良
事
業
の
換
地
処
分

土
地
改
良
法(
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号)

第
九
十
六
条
の
四
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法

第
五
十
四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
郡
上
市
営
土
地
改
良
事
業
小
沢
地
区
の
換
地
処
分
を
平
成
十
六

年
六
月
十
八
日
に
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
九
十
六
条
の
四
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法

第
五
十
四
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
十
六
年
七
月
二
日

岐
阜
県
知
事

梶

原

拓

○
土
地
改
良
区
役
員
の
退
任
及
び
就
任

土
地
改
良
法(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号)
第
十
八
条
第
十
六
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の

と
お
り
土
地
改
良
区
の
役
員
が
退
任
及
び
就
任
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
十
七
項
の
規

定
に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
十
六
年
七
月
二
日

岐
阜
県
知
事

梶

原

拓

退
任
し
た
役
員

土

地

改
良
区
名

退

任

年
月
日

役
名

氏

名

住

所

岐
阜
市
出

屋
敷
土
地

改
良
区

平
成

��･

�･

�

理
事

笠

井

�

美

岐
阜
市
出
屋
敷

三
四
〇
番
地
一

同

笠

井

雄

二

同

三
五
三
番
地

同

鷲

見

正

春

岐
阜
市
山
県
北
野

一
二
七
七
番
地
二

同

笠

井

利

之

同

一
四
二
九
番
地

同

林

眞
太
郎

岐
阜
市
北
野
南

一
八
五
番
地
二

同

近

松

義

隆

同

北
野
東

一
七
二
番
地

監
事

笠

井

正

同

出
屋
敷

三
四
五
番
地

同

笠

井

鐵

美

同

二
五
〇
番
地

就
任
し
た
役
員

土

地

改
良
区
名

就

任

年
月
日

役
名

氏

名

住

所

岐
阜
市
出

屋
敷
土
地

改
良
区

平
成

��･

�･

�

理
事

笠

井

�

美

岐
阜
市
出
屋
敷

三
四
〇
番
地
一

同

笠

井

七
三
郎

同

北
野
東

三
二
五
番
地
一

同

山

口

保

同

山
県
北
野

一
〇
五
〇
番
地
一

同

笠

井

雄

二

同

出
屋
敷

三
五
三
番
地

同

岡

部

良

一

同

北
野
東

七
六
番
地
一

同

村

瀬

功

同

山
県
北
野

一
三
五
二
番
地

監
事

笠

井

正

同

出
屋
敷

三
四
五
番
地

同

笠

井

鐵

美

同

二
五
〇
番
地

○
土
地
改
良
区
役
員
の
退
任
及
び
就
任

土
地
改
良
法(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号)

第
十
八
条
第
十
六
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の

と
お
り
土
地
改
良
区
の
役
員
が
退
任
及
び
就
任
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
十
七
項
の
規

定
に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
十
六
年
七
月
二
日

岐
阜
県
知
事

梶

原

拓

退
任
し
た
役
員

土

地

改
良
区
名

退

任

年
月
日

役
名

氏

名

住

所

羽
島
用
水

土
地
改
良

区

平
成

��･

�･

�

理
事

近

藤

十

一

羽
島
郡
笠
松
町
西
宮
町

三
四
番
地

同

那

波

三

郎

同

岐
南
町
下
印
食

四
丁
目
二
番
地

同

加

藤

一

夫

同

笠
松
町
円
城
寺

一
四
三
三
番
地

同

伏

屋

賢

治

同

岐
南
町
伏
屋
四
丁
目
二
二
六
番
地

同

伊

藤

光

男

各
務
原
市
大
佐
野
町
三
丁
目
一
九
五
番
地
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同

二

宮

俊

彦

同

三
井
町

三
丁
目
一
七
一
番
地

同

舩

渡

計

一

岐
阜
市
芋
島

四
丁
目
一
七
番
五
号

同

水

野

亘

各
務
原
市
下
切
町

八
三
〇
番
地

同

伊

藤

利

昭

羽
島
郡
柳
津
町
北
塚

一
丁
目
一
番
地

同

森

郁

男

同

笠
松
町
田
代

七
〇
〇
番
地

同

箕

浦

茂

幸

羽
島
市
足
近
町
南
宿

二
九
二
九
番
地

同

栗

山

桂

造

同

小
熊
町
川
口

二
三
八
番
地

同

魚

住

昭

三

同

正
木
町
三
ツ
柳

三
六
八
番
地

同

齋

藤

榮

一

同

竹
鼻
町
飯
柄

六
一
〇
番
地

同

馬

場

一

吾

同

福
寿
町
間
島
八
丁
目
三
五
番
地
一

監
事

大

竹

儀

一

羽
島
郡
岐
南
町
八
剣

九
丁
目
四
三
番
地

同

可

児

博

各
務
原
市
成
清
町

七
丁
目
六
九
番
地

同

鈴

木

良

彦

同

大
野
町

二
丁
目
一
三
五
番
地

同

三

田

正

己

羽
島
郡
笠
松
町
門
間

五
七
三
番
地

同

川

島

稔

雄

羽
島
市
足
近
町
直
道

六
九
六
番
地
八

同

坂

總

一

同

竹
鼻
町
狐
穴

三
〇
八
五
番
地

就
任
し
た
役
員

土

地

改
良
区
名

就

任

年
月
日

役
名

氏

名

住

所

羽
島
用
水

土
地
改
良

区

平
成

��･

�･

��

理
事

近

藤

十

一

羽
島
郡
笠
松
町
西
宮
町

三
四
番
地

同

那

波

三

郎

同

岐
南
町
下
印
食

四
丁
目
二
番
地

同

加

藤

一

夫

同

笠
松
町
円
城
寺

一
四
三
三
番
地

同

伏

屋

賢

治

同

岐
南
町
伏
屋
四
丁
目
二
二
六
番
地

同

松

尾

憲

生

各
務
原
市
神
置
町

三
丁
目
五
二
番
地

同

杉

山

正

之

同

小
佐
野
町
五
丁
目
一
一
八
番
地

同

河

田

満

岐
阜
市
芋
島

二
丁
目
四
番
七
号

同

奥

村

清

三

各
務
原
市
上
戸
町

三
丁
目
一
七
八
番
地

同

炭

竈

文

男

羽
島
郡
柳
津
町
東
塚
二
丁
目
一
八
二
番
地

同

岩

田

壽

同

笠
松
町
北
及

六
九
三
番
地

同

日

榮

賢

造

羽
島
市
足
近
町
小
荒
井

四
五
七
番
地

同

栗

山

桂

造

同

小
熊
町
川
口

二
三
八
番
地

同

味

岡

弘

同

正
木
町
大
浦

一
三
〇
三
番
地

同

坂

總

一

同

竹
鼻
町
狐
穴

三
〇
八
五
番
地

同

田

中

博

同

福
寿
町
間
島

五
丁
目
二
一
番
地

監
事

大

竹

儀

一

羽
島
郡
岐
南
町
八
剣

九
丁
目
四
三
番
地

同

高

橋

近

韋

同

笠
松
町
米
野

二
八
一
番
地

同

苅

谷

勝

明

各
務
原
市
松
本
町

一
丁
目
八
二
番
地

同

浅

野

末
治
郎

羽
島
郡
柳
津
町
本
郷

二
丁
目
七
四
番
地

同

大

野

正

男

羽
島
市
小
熊
町
西
小
熊
三
二
五
一
番
地
一

同

今
井
田

力

同

正
木
町
森

三
丁
目
三
六
番
地

○
土
地
改
良
区
役
員
の
退
任
及
び
就
任

土
地
改
良
法(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号)

第
十
八
条
第
十
六
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の

と
お
り
土
地
改
良
区
の
役
員
が
退
任
及
び
就
任
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
十
七
項
の
規

定
に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
十
六
年
七
月
二
日

岐
阜
県
知
事

梶

原

拓

退
任
し
た
役
員

土

地

改
良
区
名

退

任

年
月
日

役
名

氏

名

住

所

関
市
木
曽

川
右
岸
用

水
土
地
改

良
区

平
成

��･
�･
��

理
事

後

藤

昭

夫

関
市
仲
町

一
二
番
四
五
号

同

小

川

定

雄

同

小
迫
間

六
〇
七
番
地
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関

市

木

曽

川

右

岸

用

水

土

地

改

良

区

土

地

改

良

区

名

平
成
一
六
・

六
・
二
一

認

可

年

月

日

同

早

川

正

元

同

迫
間

二
九
五
四
番
地
一

同

早

川

誠

爾

同

三
一
四
三
番
地

同

酒

井

善

男

同

六
六
四
番
地

同

宮

本

知

佳

関
市
東
田
原

八
〇
九
番
地
四

同

臼

田

幸

雄

同

五
六
九
番
地

同

栗

山

和

美

関
市
西
田
原

九
〇
三
番
地

同

神

谷

淳

彦

同

一
〇
四
一
番
地

同

丹

羽

正

則

同

二
〇
三
七
番
地
一

同

吉

田

淳

同

一
六
六
二
番
地

同

石

原

信

司

関
市
大
杉

七
三
二
番
地

同

粟

倉

榮

治

同

四
八
三
番
地
一

監
事

道

家

守

関
市
小
迫
間

一
四
三
番
地
一
〇

同

川

村

坦

同

西
田
原

九
一
五
番
地
三

同

多
治
見

芳

朗

同

東
田
原

六
三
五
番
地
一

就
任
し
た
役
員

土

地

改
良
区
名

就

任

年
月
日

役
名

氏

名

住

所

関
市
木
曽

川
右
岸
用

水
土
地
改

良
区

平
成

��･

�･

��

理
事

後

藤

昭

夫

関
市
仲
町

一
二
番
四
五
号

同

小

川

定

雄

同

小
迫
間

六
〇
七
番
地

同

早

川

正

元

同

迫
間

二
九
五
四
番
地
一

同

小

川

博

久

同

三
〇
三
九
番
地
二

同

酒

井

善

男

同

六
六
四
番
地

同

間

宮

利

彦

関
市
東
田
原

六
一
六
番
地
一

同

臼

田

幸

雄

同

五
六
九
番
地

同

栗

山

和

美

関
市
西
田
原

九
〇
三
番
地

同

神

谷

淳

彦

同

一
〇
四
一
番
地

同

吉

田

淳

同

一
六
六
二
番
地

同

丹

羽

正

則

同

二
〇
三
七
番
地
一

同

石

原

正

則

関
市
大
杉

三
八
番
地

同

井

戸

道

夫

同

七
一
六
番
地

監
事

道

家

守

関
市
小
迫
間

一
四
三
番
地
一
〇

同

川

村

坦

同

西
田
原

九
一
五
番
地
三

同

多
治
見

芳

朗

同

東
田
原

六
三
五
番
地
一

○
土
地
改
良
区
の
定
款
の
変
更
認
可

土
地
改
良
法(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号)

第
三
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
土

地
改
良
区
の
定
款
の
変
更
を
認
可
し
た
の
で
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
十
六
年
七
月
二
日

岐
阜
県
知
事

梶

原

拓
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平
成
十
六
年
七
月
二
日
印
刷

平
成
十
六
年
七
月
二
日
発
行

岐
阜
市
薮
田
南
二
丁
目
一
番
一
号

発
行
者

岐

阜

県

発
行
所

岐

阜

県

庁

印
刷
者

岐
阜
市
三
輪
ぷ
り
ん
と
ぴ
あ
十
三
番
地

飯

尾

寛

印
刷
所

岐
阜
市
三
輪
ぷ
り
ん
と
ぴ
あ
十
三
番
地

岐

阜

文

芸

社

定
価
一
か
年
四
八
、
〇
〇
〇
円(

送
料
共)

(

消
費
税
二
、
二
八
六
円
を
含
む
。)


